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第33回 千葉県政に関する世論調査 
 

 

 

 

 

 

 

  １ この調査の回答は、ご本人にお願いいたします。 

  ２ ご回答は、黒か青のボールペンまたは鉛筆でお願いします。 

  ３ ご回答は、原則としてあてはまるものに○をつけてください。ご回答の○の数は、

（○は１つ）、（○はいくつでも）などと表示していますので、それに合わせてくださ

い。 

    また、設問によって回答していただく方が限られる場合がありますので、ことわり

書きや矢印にしたがってください。特にことわりのない場合は次の設問に進んでくだ

さい。 

  ４ お答えが選択肢の中にない場合は、「その他（  ）」を選び、（  ）内にその内容

を具体的に記入してください。 

  ５ ご回答いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れて、 

           １２月１１日（月）までに郵便ポストに投函してください。 

 

  ６ このアンケートのご記入に当たってご不明な点等がございましたら、お手数ですが

下記までお問い合わせください。 

 

 

【問い合わせ先】 

千葉県 総合企画部 報道監広聴グループ 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

電 話 ０４３－２２３－２２４９ 

ＦＡＸ ０４３－２２７－３６１３ 

 

 

 

 

記入にあたってのお願い 
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【環境と生活について】おうかがいします。 

 
問１ あなたは、現在お住まいの地域の生活環境についてどう思いますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 

良
い
ほ
う
だ

と
思
う 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

悪
い
ほ
う
だ

と
思
う 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）ごみ処理などの環境衛生について 58.2 28.5 10.7 1.8 0.9 

（イ）騒音・振動などについて 49.3 28.5 20.1 0.7 1.4 

（ウ）大気汚染・悪臭などについて 46.7 32.9 15.9 2.9 1.6 

（エ）海・川などの汚れについて 15.6 35.3 34.1 13.1 1.9 

 

問２ あなたは、問１の（ア）～（エ）のような生活環境全般について満足していますか。 

（○は１つ） 

4.5 大変満足している 

51.0 まあ満足している 

16.2 どちらともいえない 

22.2 やや不満である 

4.3 大変不満である 

0.7 わからない 

1.0 無回答 

 

問３ あなたは、現在お住まいの地域の自然・周辺環境についてどう思いますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 良
い
ほ
う
だ

と
思
う 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

悪
い
ほ
う
だ

と
思
う 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）防犯対策について 21.4 48.1 25.1 4.3 1.0 

（イ）交通安全対策について 19.6 46.5 28.4 4.4 1.2 

（ウ）緑の豊かさについて 59.4 25.2 13.3 0.9 1.2 

（エ）文化施設について 23.8 42.6 24.7 7.7 1.2 
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問４ あなたは、問３の（ア）～（エ）のような自然・周辺環境全般について満足していますか。

（○は１つ） 

2.9 大変満足している 

39.0 まあ満足している 

24.2 どちらともいえない 

25.1 やや不満である 

6.4 大変不満である 

1.0 わからない 

1.4 無回答 

 

問５ あなたは、現在お住まいの地域の基盤整備についてどう思いますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 良
い
ほ
う
だ

と
思
う 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

悪
い
ほ
う
だ

と
思
う 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）道路の整備 33.7 30.5 33.3 1.5 1.1 

（イ）排水（下水道）の整備 43.2 26.3 23.2 6.1 1.2 

（ウ）上水道の整備 51.3 29.0 10.7 7.5 1.5 

 

問６ あなたは、現在の生活について、どの程度満足していますか。（○はそれぞれ１つずつ） 

 大
変
満
足
し
て
い
る 

ま
あ
満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
不
満
で
あ
る 

大
変
不
満
で
あ
る 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）通勤・通学の便について 8.4 42.4 13.5 18.4 10.1 3.7 3.5

（イ）買い物の便について 12.2 46.1 13.5 18.5 9.0 0.1 0.6

（ウ）近所や職場での人間関係について 6.3 46.6 31.4 7.9 3.6 3.0 1.2

（エ）家庭内の夫婦・親子関係について 26.6 52.8 11.4 3.6 1.2 2.8 1.6

（オ）収入や預貯金など経済的な面について 2.9 25.1 26.4 27.0 16.7 1.0 0.8

（カ）心の安定や充実感について 6.2 40.9 28.8 16.5 5.1 1.4 1.1

（キ）仕事面や働く機会について 4.2 29.5 27.9 17.9 8.8 8.6 3.2

（ク）レジャー・余暇活動 4.9 36.5 31.4 16.3 5.5 4.0 1.4

（ケ）災害の危険度 2.3 16.4 39.1 21.3 9.2 10.8 0.9
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問７ あなたは、現在お住まいの住宅についてどう思いますか。（○は１つ） 

9.1 大変満足している 

57.0 まあ満足している 

25.2 やや不満である 

5.8 大変不満である 

2.1 わからない 

0.8 無回答 

 

問８ あなたは、現在お住まいの地域に、ずっと住み続けたいと思いますか。（○は１つ） 

56.1 住み続けたい 

9.5 千葉県内のよそへ移りたい 

5.6 千葉県外に移りたい 

9.8 千葉県内、県外どちらでもかまわない

が移りたい 

18.0 わからない 

 1.0 無回答 

 

 

【健康づくりについて】おうかがいします。 

 

問９ 県では、健康ちば２１（健康増進計画）を策定し、疾病予防を中心とする県民健康づくり

運動を総合的に推進しています。 

生活習慣と深い関わりのある内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは、「内臓

脂肪が蓄積することによって、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のことです。 

あなたは、この内容を知っていますか。（○は１つ） 

64.1 内容を知っている 

26.6 言葉を聞いたことはあるが、内容は知らない 

7.9 知らない 

 

問10 あなたは過去１年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドッグを受けたことがありま

すか。（○は１つ） 

※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査は、健診に含みません。 

65.6 ある 33.2 ない 1.2 無回答 

 

（問10で、「１ ある」とお答えの方に） 

問10－１ 健診の結果、肥満、高血圧症（血圧が高い）、糖尿病（血糖が高い）、血中の脂

質異常（総コレステロール、ＬＤＬ（悪玉コレステロール）や中性脂肪（トリグリセ

ライド）が高い、または、ＨＤＬ（善玉コレステロール）が低い）に関する指摘を受

けましたか。（○は１つ） 

※健診結果にあわせて書面に、「血圧が高めなので、塩分の摂取を控えましょう」「再検査を受けてくだ

さい」等、記載されている場合を含みます。 

52.8 はい 46.0 いいえ 1.2 無回答 

 

 （問 10-1-1、問 10-1-2、問 10-1-3 へ） 
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（問10－１で、「１ はい」とお答えの方に） 

問10－１－１ 次のどのようなことについて、指摘を受けましたか。（○はいくつでも） 

29.6 肥満 

40.5 高血圧症（血圧が高い） 

13.7 糖尿病（血糖が高い） 

53.5 血中の脂質異常（総コレステロール、ＬＤＬ（悪玉コレステロール）や中

性脂肪（トリグリセライド）が高い、または、ＨＤＬ（善玉コレステロール）

が低い） 

2.1 無回答 

 

（問10－１で、「１ はい」とお答えの方に） 

問10－１－２ 指摘を受けたことについて、保健指導（食事や生活習慣の改善の指導）を

受けましたか。（○は１つ） 

※医療機関で受けた指導も含みます。 

66.4 はい 32.1 いいえ 1.5 無回答 

 

（問10－１－２で、「１ はい」とお答えの方に） 

問10－１－２－１ 保健指導された内容についてどの程度実行していますか。 

（○は１つ） 

50.8 おおむね実行している 

41.5 一部実行している 

6.2 実行していない 

1.4 無回答 

 

（問10－１で、「１ はい」とお答えの方に） 

問10－１－３ 最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。（○は１つ） 

※検査目的の受診は除きます。 

52.5 はい 36.6 いいえ 10.9 無回答 

 

（問10－１－３で、「１ はい」とお答えの方に） 

問10－１－３－１ その後、医療機関に行きましたか。（○は１つ） 

87.9 はい 12.1 いいえ 
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【繁華街・歓楽街の防犯対策と魅力ある街づくりについて】おうかがいします。 

 

問11 全国の繁華街・歓楽街においては、風俗店による悪質な客引き行為など住民や通行人に不

安を与える環境の悪化が指摘され問題となっています。 

あなたは、地域における繁華街・歓楽街の環境が悪化していると感じますか。（○は１つ） 

43.9 感じる 52.5 感じない 3.6 無回答 

 

（問11で、「１ 感じる」とお答えの方に） 

問11－１ 繁華街・歓楽街の環境が悪化している原因として、どのようなものが考えられ

ますか。（○は３つまで） 

40.8 地域における危機感（関心）が薄い 

51.2 警察の取締りが十分ではない 

29.7 風俗営業者等の違反者の刑罰が軽い 

21.0 暴力団が介在しているから 

31.2 不法滞在の外国人が増加している 

8.1 地主・ビル管理者の管理が十分ではない 

49.6 違法駐車、放置自転車、違法看板、落書きなどによる景観の悪化 

27.4 インターネットの影響（性風俗を売り物にする広告サイトの増加） 

5.5 広報活動が十分でない 

4.0 その他（                             ）

 

問12 繁華街・歓楽街の環境を良くするためには、警察がすべきことは何だと思いますか。 

（○は３つまで） 

50.2 風俗店等への警察による取締り 

49.2 暴力団の取締り 

38.7 不法に滞在する外国人の取締り 

31.1 ピンクビラ、違法看板の取締り 

31.6 違法駐車の取締り 

18.0 道路等の不正使用に関する規制 

9.9 地主・ビル管理者に対する取締り 

19.1 インターネットによる広告に対する規制及び取締り 

6.3 広報活動の充実 

3.2 その他（                               ）

6.0 無回答 
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問13 繁華街・歓楽街の環境を良くするためには、警察の取締りだけではなく、どのようなこと

が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

49.6 地域ぐるみで繁華街・歓楽街の問題点を協議し環境改善を行う 

62.6 防犯カメラ、防犯灯の設置 

34.1 自主防犯団体によるパトロール活動の実施 

27.2 犯罪発生マップやチラシ等による犯罪発生状況の情報提供 

35.0 ピンクビラ、違法看板及び放置自転車の撤去活動の実施 

33.3 クリーン作戦（ゴミ拾い、落書き消し）の推進 

6.8 まちづくり憲章の策定 

2.5 その他（                                ）

5.6 無回答 

 

問14 繁華街・歓楽街を魅力ある街にするためには何が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

49.5 歩行者優先道路等の確保 

13.6 屋外イベント等の開催 

27.4 映画館、劇場など文化施設の整備 

26.0 飲食店等の集客施設の整備 

29.1 シンボルとなる施設・広場等の設置 

30.1 電柱設備の地中化等道路の景観の整備 

58.0 駐車場、駐輪場等の整備 

3.1 その他（                                ）

6.6 無回答 

 

問15 警察などから各種情報を提供していくにあたり、どのような方法が効果的だと思いますか。 

（○は３つまで） 

54.1 警察や県、市町村等の広報紙等に掲載する 

16.7 警察や県、市町村等のホームページに掲載する 

18.6 リーフレットなどを作成し配布する 

14.5 交番のミニ広報紙などに掲載する 

43.3 新聞の折り込み広告などに掲載する 

47.7 新聞、テレビなどメディアによる情報提供 

8.4 繁華街・歓楽街地域のウェブサイトによる情報提供 

27.4 街頭における電光掲示板等による情報提供 

3.2 その他（                                ）

7.0 無回答 
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 以上で質問は終わりですが、調査結果を統計的に分析するために必要なことがらをお

聞かせください。 

 

Ｆ１ あなたの性別は。 

44.4 男 性 52.6 女 性 3.0 無回答 

 

Ｆ２ あなたは満何歳ですか。 

10.3 20～29歳 

18.5 30～39歳 

16.2 40～49歳 

19.8 50～59歳 

12.0 60～64歳 

20.1 65歳以上 

3.2 無回答 

 

 

Ｆ３ あなたのご職業は何ですか。（○は１つ） 

自営業主 家族従業者 勤め人 無職 

1.4 農林漁業 
2.8 商工サービス業 
3.6 自由業 

0.4 農林漁業 
1.0 商工サービス業 

8.2 管理職 
24.2 専門技術・事務職
9.9 労務職 

27.2 主婦 
1.5 学生 
15.2 その他 
 （      ）
4.5 無回答 

 

Ｆ４ あなたのご家庭の生活を主として支えているのはあなたですか（世帯主）。家計のきりも

りをしているのはあなたですか（家事担当者）。（○は１つ） 

47.1 家庭の生活を主として支えている（世帯主） 

34.3 家計のきりもりをしている（家事担当者） 

11.6 その他（                               ）

7.0 無回答 

 

（Ｆ４で「２」か「３」とお答えの方に） 

Ｆ４－１ あなたのご家庭の生活を主として支えている方のご職業は何ですか。（○は１つ） 

自営業主 家族従業者 勤め人 無職 

1.1 農林漁業 
5.0 商工サービス業 
5.8 自由業 

0.8 農林漁業 
0.8 商工サービス業 

16.3 管理職 
31.7 専門技術・
  事務職 
12.3 労務職 

22.6 無職 
 3.5 無回答 

 

Ｆ５ あなたは、結婚していらっしゃいますか。（○は１つ） 

17.8 未婚 69.3 既婚（配偶者有） 8.1 既婚（配偶者離死別） 4.7 無回答 

 

（Ｆ５で「２」か「３」とお答えの方に） 

Ｆ５－１ あなたは、お子さんが何人いらっしゃいますか。同居、別居は問いません。 

（○は１つ） 

19.4 １人 

52.8 ２人 

15.9 ３人 

1.6 ４人 

0.4 ５人以上 

9.2 子どもはいない 

0.7 無回答 

 

（Ｆ５－２へ） 
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（Ｆ５－１で「１」～「５」のいずれかをお答えの方に） 

Ｆ５－２ それでは、一緒にお住まいのあなたのお子さんでこの中にあげるような方は

いらっしゃいますか。（○いくつでも） 

10.1 ０～２歳の子ども 

10.9 ３歳以上の未就学の子ども 

19.4 小学校・中学校在学中の子ども 

8.7 高校在学中の子ども 

3.1 短大・高専・各種学校・専修学校在学中の子ども 

5.8 大学・大学院在学中の子ども 

26.1 学校を終えた未婚の子ども 

13.3 結婚した子ども 

22.6 同居している子どもはいない 

 4.8 無回答 

 

Ｆ６ お宅には65歳以上の人がいらっしゃいますか。あなたご自身も含めてお答えください。 

（○は１つ） 

40.0 い る 56.3 いない 3.7 無回答 

 

Ｆ７ あなたのお住まいは、次のどれにあたりますか。（○は１つ） 

63.4 持家（一戸建） 

14.2 分譲マンション・アパート 

2.2 民間の借家（一戸建） 

8.0 賃貸のアパート・マンション 

5.5 公社・公団・県市町村営住宅 

2.1 社宅などの給与住宅 

0.8 住み込み・寮・寄宿舎 

0.8 その他（            ）

3.0 無回答 

 

Ｆ８ あなたは、千葉県に通算して何年ぐらいお住まいですか。（○は１つ） 

0.8 １年未満 

1.8 １年～３年未満 

2.0 ３年～５年未満 

5.3 ５年～10年未満 

6.8 10年～15年未満 

5.8 15年～20年未満 

19.1 20年～30年未満 

55.2 30年以上 

0.1 わからない 

3.0 無回答 

 

Ｆ９ あなたがお住まいの地域は、次のどこにありますか。（○は１つ） 

33.5 中央地域  （千葉市、茂原市、東金市、習志野市、市原市、八千代市、山武市、

いすみ市、大網白里町、九十九里町、横芝光町、睦沢町、白子町、

大多喜町） 

16.2 東 地域  （銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白

井市、富里市、匝瑳市、香取市、印旛村、栄町、多古町、東庄町）

7.5 南 地域  （館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総

市） 

39.6 西 地域  （市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌

ヶ谷市、浦安市） 

 3.1 無 回 答 
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 以上で質問はすべて終わりです。このほかにも、県への意見があればご自由にお書

きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お忙しいところをご協力いただき、ありがとうございました。 

 ご記入いただきました調査用紙は、同封の返信用封筒に入れて、１２月１１日(月)

までにポストにご投函ください。なお、切手をはる必要はありません。 


